
王
政
復
古
政
府
成
立
直
前
の
越
前
藩

1
公
議
政
体
樹
立
実
現
へ
の
周
旋
活
動
－

和
　
也

「
　
問
題
の
所
在

本
稿
は
王
政
復
古
政
麻
成
立
直
前
の
中
央
政
局
に
お
け
る
越
前
藩
の
動
向
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

近
代
国
家
形
成
の
端
緒
で
あ
る
王
政
復
古
政
府
成
立
は
幕
末
期
の
大
き
な
転
換
点
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
蓄
積
に

l
－

加
え
、
近
年
高
橋
秀
直
氏
・
家
近
良
樹
氏
・
原
口
清
民
ら
に
よ
っ
て
新
た
な
見
解
が
示
さ
れ
成
果
を
挙
げ
て
い
懲

ま
た
、
王
政
復
古
政
府
の
成
立
過
程
や
成
立
後
の
勢
力
構
造
の
把
握
に
は
、
そ
の
直
前
の
中
央
政
局
の
政
治
過
程
の
考
察
が
必
要

不
可
欠
で
あ
り
、
先
行
研
究
に
お
い
て
も
「
薩
摩
倒
幕
派
と
徳
川
勢
力
と
の
関
係
は
緊
張
が
一
貫
し
て
高
ま
り
続
け
る
と
い
っ
た
単

線
的
な
も
の
で
は
な
く
、
王
政
復
古
ク
ー
デ
タ
ー
前
に
お
い
て
は
そ
の
対
立
は
緩
和
し
、
両
者
は
む
し
ろ
接
近
し
て
い
た
」
と
の
見

3鰍
が
な
さ
れ
て
．
お
り
、
王
政
復
古
政
府
成
立
へ
の
政
治
過
程
を
再
考
察
し
直
す
必
要
が
あ
る
。

し
か
し
、
当
該
期
を
再
考
察
す
る
際
、
二
点
の
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。

第
一
に
、
当
該
期
の
政
治
過
程
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
担
う
公
議
政
体
派
を
主
体
と
し
た
研
究
成
果
の
不
足
で
あ
る
。
従
来
の

研
究
は
倒
幕
派
や
徳
川
勢
力
の
視
点
に
よ
る
も
の
で
、
公
議
政
体
派
の
動
向
は
そ
の
中
心
人
物
で
あ
る
後
藤
象
二
郎
の
動
向
や
各
藩

4

の
特
徴
的
な
動
向
を
部
分
的
に
組
み
込
ん
で
い
る
に
す
ぎ
な
時
。
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第
二
に
、
各
勢
力
の
政
治
過
程
を
連
続
的
に
と
ら
え
る
と
い
う
視
点
で
あ
る
。
各
勢
力
の
対
立
関
係
が
一
貫
し
て
高
ま
り
続
け
て

い
っ
た
と
い
う
単
線
的
な
見
方
で
は
な
い
と
い
う
見
解
を
ふ
ま
え
て
考
察
す
る
に
は
各
勢
力
の
政
治
動
向
や
関
係
性
の
変
化
を
き
め

細
か
に
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
先
述
の
よ
う
に
公
議
政
体
派
の
動
向
は
断
続
的
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

以
上
の
課
題
を
ふ
ま
え
、
本
稿
で
は
公
議
政
体
派
の
な
か
で
も
主
導
的
存
在
で
あ
っ
た
越
前
藩
を
対
象
と
し
、
越
前
藩
の
視
点
か

5

ら
中
央
政
局
を
再
考
察
す
る
と
同
時
に
越
前
藩
の
動
向
を
中
央
政
局
に
お
け
る
周
旋
活
動
か
ら
検
討
し
て
い
も
。

二
、
春
嶽
再
上
京
時
の
中
央
政
局
と
今
後
の
行
動
方
針

慶
応
三
年
十
一
月
八
日
、
松
平
春
嶽
が
再
上
京
す
る
。
こ
の
春
嶽
の
再
上
京
は
、
大
政
奉
還
上
表
以
後
の
中
央
政
局
の
急
激
な
変

化
に
と
も
な
い
、
幕
府
や
朝
廷
を
は
じ
め
各
方
面
か
ら
再
上
京
要
請
が
な
さ
れ
た
た
め
で
あ
っ
た
。

上
京
し
た
春
嶽
及
び
越
前
藩
に
対
し
土
佐
藩
士
福
岡
藤
次
か
ら
中
央
政
局
の
情
勢
が
報
告
さ
れ
る
。
福
岡
を
は
じ
め
後
藤
象
二
郎
・

辻
将
曹
ら
は
、
慶
喜
の
大
政
奉
還
に
協
力
し
公
議
政
体
の
樹
立
の
実
現
に
向
け
て
尽
力
す
る
い
わ
ゆ
る
「
公
議
政
体
派
」
　
の
構
成
者

で
あ
っ
た
。
福
岡
の
報
告
か
ら
春
嶽
上
京
時
の
中
央
政
局
の
情
勢
と
そ
れ
に
対
す
る
春
嶽
及
び
越
前
藩
の
反
応
を
見
て
い
く
。

ま
ず
、
徳
川
勢
力
に
つ
い
て
福
岡
は
次
の
よ
う
に
報
告
し
て
い
る
。
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此
度
内
府
公
御
反
正
之
恩
召
立
、
稀
世
之
御
英
断
に
而
、
方
今
之
御
美
事
に
相
運
ひ
候
庭
、
御
三
家
拝
御
親
藩
内
に
而
も
、
今
一

度
幕
威
を
被
復
度
杯
之
議
論
も
有
之
哉
に
両
、
種
々
之
浮
説
流
言
も
有
之
に
付
、
夫
等
之
先
入
、
御
富
方
様
御
聞
込
無
之
巳
前
に
、

ハ
h
U

賓
際
達
御
聴
、
御
疑
惑
不
相
生
様
相
願
度
と
、
同
志
一
同
申
談
罷
出
候
由
に
両
、
頃
日
来
之
事
情
申
立
候
件
有



慶
喜
に
反
正
の
意
志
が
あ
る
と
す
る
一
方
、
復
権
を
望
む
い
わ
ゆ
る
徳
川
保
守
派
の
存
在
を
危
慎
し
、
徳
川
保
守
派
の
浮
言
流
言

が
春
嶽
の
耳
に
入
り
疑
惑
を
生
じ
な
い
よ
う
に
と
こ
の
報
告
を
す
る
に
至
っ
た
。
彼
等
の
春
嶽
へ
の
同
盟
者
と
し
て
の
期
待
が
う
か

7

が
え
る
。

徳
川
勢
力
の
状
況
に
対
し
、
討
幕
派
の
状
況
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
。
春
嶽
及
び
越
前
藩
も
討
幕
派
の
動
向
が
気
に
な
る
よ
う
で
、

「
越
前
表
杯
へ
相
聞
候
は
、
討
幕
論
盛
に
相
成
、
幕
に
而
も
敵
封
之
聾
息
有
之
と
の
貫
否
如
何
」
と
質
問
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し

福
岡
は
、
「
其
通
り
相
違
無
之
、
賓
に
危
殆
之
形
勢
に
相
迫
候
事
候
得
共
、
御
反
正
之
御
英
断
に
而
一
時
に
消
滑
に
及
ひ
、
賓
は
浮

ハ
Y
U

浪
之
徒
過
激
輩
は
失
望
之
由
、
乍
併
只
今
之
浮
説
旺
盛
相
成
候
へ
は
、
暴
薫
又
々
時
を
得
、
屯
集
之
場
へ
可
相
違
欺
と
甚
心
痛
之
血
」

り
l

と
、
慶
喜
の
大
政
奉
還
に
よ
っ
て
討
幕
派
と
の
表
面
的
な
対
立
は
な
時
が
今
後
の
動
き
を
注
視
し
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。

こ
の
よ
う
な
中
央
政
局
の
情
勢
を
ふ
ま
え
、
福
岡
ら
は
春
嶽
に
次
の
よ
う
に
今
後
の
見
込
み
を
伝
え
て
い
る
。
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掬
今
後
之
見
込
は
、
何
れ
に
議
事
院
を
開
ら
き
、
上
院
下
院
を
分
ち
、
上
は
縮
政
公
初
内
府
公
御
主
宰
に
而
、
明
侯
御
加
り
、
下

は
諸
藩
士
よ
り
草
葬
輩
迄
も
出
役
に
相
成
、
何
分
皇
国
之
園
髄
如
斯
と
御
決
定
有
之
迄
之
事
に
而
、
大
催
之
虞
は
程
も
可
有
之
事

候
へ
は
、
有
名
諸
侯
さ
へ
御
合
同
に
相
成
候
は
、
、
其
虞
に
而
篤
と
御
決
議
有
之
、
御
簾
前
に
而
御
誓
約
有
之
、
御
確
定
之
上
、

外
諸
侯
へ
は
如
何
と
御
重
問
、
映
席
諸
侯
へ
は
朝
廷
よ
り
御
通
達
位
之
事
に
而
相
済
、
違
背
之
者
は
御
追
討
と
申
程
成
正
大
公
明

之
御
基
本
相
立
不
申
候
半
而
は
相
成
中
間
敷
と
の
義
は
、
内
府
公
へ
も
申
上
、
至
極
尤
に
恩
召
候
と
の
御
沙
汰
傲

福
岡
ら
に
よ
る
今
後
の
政
策
に
対
し
て
慶
喜
も
同
意
し
て
い
る
こ
と
も
わ
か
る
。

福
岡
に
よ
っ
て
中
央
政
局
の
情
勢
を
報
告
さ
れ
た
春
嶽
及
び
越
前
藩
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
報
告
を
安
易
に
受
け
入
れ
た
わ
け
で
は



な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
前
回
福
井
へ
帰
国
す
る
こ
と
に
な
っ
た
際
の
幕
府
、
特
に
慶
喜
へ
の
不
信
感
と
後
藤
に
よ
る
大

m
〃

政
奉
還
建
白
運
動
へ
の
疑
念
が
あ
っ
ね
。
そ
の
た
め
、
春
嶽
及
び
越
前
藩
は
福
岡
の
報
告
だ
け
で
な
く
、
永
井
に
徳
川
勢
力
内
の
様

子
を
直
接
確
認
し
、
慶
喜
と
も
直
接
面
会
す
る
こ
と
で
そ
の
真
意
を
見
極
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
「
仰
之
次
第
賓
に
非

ル

H

u

常
之
御
英
断
、
奉
感
服
候
よ
り
外
は
無
御
座
候
」
と
慶
喜
に
対
し
高
い
評
価
を
示
し
、
反
正
を
確
信
す
る
に
い
た
っ
た
。

m
W

そ
の
一
方
、
中
根
雪
江
が
板
倉
勝
静
と
面
会
し
、
不
満
と
当
惑
の
様
子
を
確
認
し
て
い
懲
徳
川
勢
力
内
で
慶
喜
に
近
い
立
場
で

あ
る
板
倉
で
さ
え
、
大
政
奉
還
に
よ
る
急
激
な
転
換
に
対
し
て
冷
静
に
慶
喜
の
真
意
を
理
解
で
き
る
状
況
で
は
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
再
上
京
し
た
春
嶽
及
び
越
前
藩
は
、
大
政
奉
還
と
そ
の
後
の
公
議
政
体
樹
立
の
実
現
を
目
指
し
て
い
た
福
岡
ら
か

ら
中
央
政
局
の
情
報
を
入
手
し
、
幕
臣
や
慶
喜
白
身
と
の
面
会
を
通
し
て
そ
の
情
報
の
事
実
確
認
を
行
っ
た
。
特
に
慶
喜
に
よ
る
大

㈹

政
奉
還
に
関
し
て
は
春
嶽
自
身
が
慶
喜
と
面
会
す
る
こ
と
で
、
慶
喜
の
反
正
の
真
意
を
確
認
し
た
。

し
か
し
、
板
倉
な
ど
幕
府
内
で
慶
喜
の
真
意
が
理
解
さ
れ
て
お
ら
ず
、
春
嶽
と
中
根
と
の
問
で
今
後
の
行
動
方
針
が
話
し
合
わ
れ
、

「
公
（
引
用
者
注
－
春
嶽
）
御
帰
殿
之
上
の
御
説
に
、
内
府
公
（
引
用
者
注
－
慶
喜
）
皇
園
之
安
否
を
洞
見
、
此
他
に
虞
置
無
之
と

御
英
断
有
之
候
御
深
意
を
、
伊
賀
始
十
分
徹
底
無
之
、
唯
止
む
事
を
得
さ
る
時
勢
に
出
候
様
に
心
得
た
る
は
、
何
と
も
慨
歎
至
極
せ

ハ
H
u

り
、
伊
賀
始
如
此
卑
見
を
匡
正
せ
ん
事
、
余
か
富
然
の
任
な
り
と
御
談
論
被
為
在
た
り
」
と
、
今
後
越
前
藩
は
徳
川
保
守
派
の
説
得

と
慶
喜
の
考
え
を
理
解
徹
底
さ
せ
て
い
く
こ
と
に
重
点
を
お
い
て
周
旋
活
動
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
。

三
、
薩
摩
の
内
情
と
「
兵
力
論
」

徳
川
保
守
派
へ
の
周
旋
を
開
始
し
て
い
た
越
前
藩
に
対
し
、
薩
摩
藩
内
の
状
況
が
薩
摩
藩
士
吉
井
友
実
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
。
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内
府
公
一
時
之
御
英
断
に
而
激
徒
屏
息
致
候
得
共
、
散
走
致
た
る
に
は
無
之
、
合
議
之
上
御
実
行
之
見
ほ
れ
候
を
伺
居
候
形
勢
故
、

唯
案
努
致
候
は
、
内
府
公
之
御
腹
心
に
て
、
賓
に
政
権
に
執
着
無
之
は
永
井
計
に
て
、
松
山
（
引
用
者
注
－
板
倉
勝
静
）
以
下
に

は
必
復
古
之
臆
念
有
之
欺
と
の
嫌
疑
有
之
、
萬
一
左
様
之
事
と
相
成
時
は
忽
地
再
乱
に
両
、
澤
も
な
き
事
に
可
相
成
勢
な
れ
は
、

爪
り

ハHHur

早
速
大
綱
領
を
御
議
定
有
之
、
夫
に
背
く
者
は
討
っ
て
取
る
外
に
は
無
之
見
込
之
由

こ
の
時
期
の
薩
摩
藩
は
大
政
奉
還
を
行
っ
た
慶
喜
へ
の
高
評
価
に
よ
り
対
立
関
係
は
表
面
化
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
今
後
再
び
討

幕
の
気
運
が
持
ち
上
が
る
可
能
性
も
あ
っ
た
。
こ
れ
を
左
右
す
る
の
は
板
倉
以
下
徳
川
保
守
派
の
反
正
で
あ
り
、
彼
等
の
復
権
の
動

き
を
抑
え
る
た
め
に
も
速
や
か
な
大
綱
領
の
決
定
を
求
め
て
い
た
。
そ
し
て
、
徳
川
保
守
派
の
動
向
次
第
で
は
「
討
っ
て
取
る
外
に

は
無
之
」
と
の
姿
勢
で
あ
り
、
越
前
藩
士
青
山
小
三
郎
の
　
「
多
人
数
登
京
之
由
、
御
先
供
勢
に
も
有
之
哉
」
と
の
質
問
に
対
し
、

「
如
何
に
も
先
勢
に
而
追
々
参
着
せ
り
、
賓
は
途
中
に
居
た
る
も
有
之
」
と
兵
の
上
坂
も
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
薩
摩
藩
は
徳
川
側

が
反
正
と
な
れ
ば
　
「
急
度
御
助
申
上
ル
」
が
、
「
御
本
反
り
等
之
事
有
之
候
ハ
＼
夫
切
」
と
い
う
判
断
基
準
の
も
と
、
そ
の
ど
ち
ら

ハ
H
u

に
も
備
え
て
い
た
。
薩
摩
の
動
向
は
徳
川
保
守
派
の
動
向
次
第
で
大
き
く
変
わ
る
可
能
性
を
秘
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。

吉
井
の
情
報
か
ら
薩
摩
藩
の
徳
川
保
守
派
へ
の
疑
念
を
知
っ
た
春
嶽
及
び
越
前
藩
は
藩
邸
会
議
に
お
い
て
、
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外
藩
之
形
勢
、
内
府
公
に
は
疑
念
無
之
候
得
共
、
中
間
に
疑
ひ
有
之
、
夫
よ
り
し
て
前
途
曖
昧
の
事
と
相
成
候
而
は
、
内
府
公
之

御
反
正
も
徒
善
と
相
成
、
忽
討
幕
之
に
も
至
り
可
申
、
其
節
に
及
ん
で
は
、
御
虞
置
甚
御
困
難
之
事
に
可
相
成
候
へ
は
、
唯
今
之

内
板
倉
殿
始
反
正
、
動
揺
無
之
様
取
囲
め
置
無
之
而
は
難
相
成
義



と
、
今
後
も
板
倉
は
じ
め
徳
川
保
守
派
の
反
正
を
求
め
る
周
旋
を
行
い
慶
喜
の
反
正
の
も
と
徳
川
勢
力
の
意
志
統
一
を
図
る
と
の
方

針
を
決
め
た
。
こ
れ
以
降
の
徳
川
保
守
派
へ
の
周
旋
活
動
は
同
時
に
薩
摩
藩
の
動
向
に
対
応
す
る
た
め
の
で
も
あ
っ
た
。

し
か
し
、
徳
川
勢
力
の
意
志
統
一
は
厳
し
い
状
態
で
あ
っ
た
。
そ
の
一
因
と
し
て
慶
喜
の
反
正
に
対
す
る
解
釈
に
加
え
、
「
兵
力

論
」
に
対
す
る
考
え
方
の
違
い
に
と
も
な
い
解
釈
の
ズ
レ
が
拡
大
・
複
雑
化
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

こ
の
「
兵
力
論
」
と
は
、
諸
侯
会
議
開
催
の
際
、
兵
を
率
い
て
参
内
す
る
か
ど
う
か
、
諸
侯
会
議
に
お
い
て
軍
事
力
を
背
景
に
用

い
る
か
否
か
な
ど
、
諸
侯
会
議
と
兵
力
を
率
い
た
上
京
の
賛
否
、
さ
ら
に
は
兵
力
を
利
用
す
る
意
図
に
対
す
る
と
ら
え
方
で
あ
る
。

例
え
ば
、
徳
川
保
守
派
で
は
渋
沢
成
一
郎
が
公
議
に
反
対
す
る
諸
侯
が
兵
力
を
使
っ
て
強
引
に
事
を
動
か
そ
う
と
す
る
可
能
性
を

個

示
唆
し
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
備
え
て
兵
力
を
備
え
る
必
要
性
を
唱
え
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
渋
沢
が
薩
摩
と
の
対
立
関
係

m
U

の
H
W

を
意
識
し
、
薩
摩
に
対
抗
し
て
増
強
す
べ
き
と
永
井
に
対
し
要
求
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
。

q
q

わ
ほ
r

こ
れ
に
対
し
永
井
は
「
薩
も
味
方
な
り
、
少
し
に
て
も
多
人
数
引
入
候
事
は
歓
ふ
へ
き
事
」
と
の
認
識
で
あ
っ
た
た
め
、
「
御
反

叫
び

亡

正
ハ
勿
論
、
何
分
其
処
ニ
テ
皇
国
御
政
体
ヲ
御
願
被
成
候
恩
召
、
尤
兵
力
不
用
也
」
と
の
考
え
で
あ
っ
た
。

助
7

仲ur

し
か
し
、
一
方
で
永
井
は
、
「
幕
へ
兵
力
ハ
不
用
欺
と
御
尋
二
候
へ
ハ
、
御
召
連
御
尤
ト
云
也
。
何
分
是
テ
行
ル
へ
シ
ト
恩
フ
。
」

と
も
答
え
て
い
る
。
兵
力
は
用
い
な
い
と
の
発
言
に
も
か
か
わ
ら
ず
諸
侯
の
率
兵
を
認
め
て
い
る
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。

そ
こ
に
は
徳
川
勢
力
内
の
厳
し
い
状
況
が
背
景
に
あ
っ
た
。
渋
沢
を
は
じ
め
兵
力
の
増
強
な
ど
を
求
め
る
者
が
多
く
お
り
、
彼
等

は
慶
喜
の
反
正
を
誤
っ
て
と
ら
え
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
対
し
意
志
統
一
の
た
め
に
集
議
を
行
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
結
果

（
お
そ
ら
く
徳
川
保
守
派
が
多
数
派
と
な
る
だ
ろ
う
）
を
実
際
に
行
動
に
移
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
異
な
っ
た
認
識

で
慶
喜
の
反
正
を
と
ら
え
さ
ま
ざ
ま
な
説
を
立
て
て
い
る
現
状
に
お
い
て
も
大
筋
が
同
じ
考
え
な
者
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
い
た
こ
と

鋤

で
少
し
ず
つ
ズ
レ
が
生
じ
、
そ
れ
が
拡
大
・
複
雑
化
し
対
応
が
困
難
と
な
っ
て
い
っ
た
。
永
井
の
率
兵
を
認
め
た
の
も
そ
の
一
例
で
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あ
る
。
そ
し
て
、
内
か
ら
の
統
一
は
困
難
と
考
え
た
永
井
は
、
慶
喜
の
　
「
御
見
込
書
」
を
ふ
ま
え
た
諸
侯
会
議
に
よ
っ
て
大
略
を
決

ヽ
い

の
u

め
、
そ
れ
を
輿
論
と
す
る
事
で
徳
川
保
守
派
の
行
動
を
抑
え
る
こ
と
を
期
待
し
た
。

即

こ
の
よ
う
な
「
兵
力
論
」
　
に
対
し
、
春
嶽
は
心
痛
の
様
子
を
国
許
へ
送
っ
て
い
る
。
越
前
藩
と
し
て
は
兵
を
一
切
用
い
な
い
と
の

㈱

「
兵
力
論
」
　
で
あ
っ
た
た
め
、
こ
の
よ
う
な
幕
府
内
の
ズ
レ
の
要
因
と
し
て
慶
喜
・
永
井
を
「
今
後
之
御
目
途
も
粗
御
瞭
然
」
と
批

捌

判
し
て
い
る
。
し
か
し
、
慶
喜
へ
の
高
評
価
は
変
わ
ら
ず
、
今
後
も
保
守
派
へ
の
周
旋
を
続
け
て
い
く
。

四
、
諸
侯
会
議
即
時
開
催
へ
向
け
て

徳
川
勢
力
内
の
意
志
統
一
へ
の
厳
し
い
現
状
に
加
え
、
新
た
な
問
題
が
浮
上
す
る
。
薩
摩
藩
主
島
津
忠
義
の
率
兵
上
京
で
あ
る
。

先
行
研
究
で
は
、
こ
の
率
兵
上
京
に
小
松
帯
刀
が
同
行
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
公
議
政
体
派
が
諸
侯
会
議
即
時
開
催
へ
向
け
て
周

働

旋
を
開
始
し
て
い
く
過
程
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

し
か
し
、
越
前
藩
の
視
点
で
当
該
期
の
政
治
過
程
を
考
察
す
る
と
、
諸
侯
会
議
即
時
開
催
に
向
け
て
の
周
旋
が
小
松
不
同
行
の
み

を
要
因
と
す
る
と
い
う
単
線
的
な
過
程
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

薩
摩
藩
主
の
率
兵
上
京
に
対
し
さ
ま
ざ
ま
な
憶
測
が
飛
び
交
う
な
か
、
越
前
藩
は
吉
井
と
面
会
し
内
情
を
入
手
し
よ
う
と
す
る
。

先
述
の
吉
井
か
ら
の
情
報
の
と
お
り
、
薩
摩
藩
は
徳
川
保
守
派
の
反
正
を
判
断
基
準
と
し
て
ど
ち
ら
に
も
備
え
て
い
た
。
今
回
の

藩
主
率
兵
上
京
は
明
ら
か
に
京
都
に
お
け
る
軍
事
力
の
強
化
を
表
し
て
お
り
、
吉
井
な
ど
在
京
藩
士
が
徳
川
勢
力
へ
の
対
立
姿
勢
へ

と
比
重
を
置
き
始
め
た
と
と
ら
え
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
吉
井
自
身
、
「
上
様
に
お
ゐ
て
は
可
奉
疑
様
は
無
之
、
永
井
殿
杯
も
御

同
様
之
由
候
得
共
、
只
板
倉
侯
等
に
は
、
矢
張
久
欒
之
心
底
有
之
哉
に
も
疑
ふ
者
有
之
」
と
、
い
ま
だ
板
倉
以
下
の
疑
念
が
取
り
払

わ
れ
て
い
な
い
と
の
認
識
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
吉
井
は
「
兎
角
御
手
後
れ
に
不
相
成
様
、
来
月
十
四
五
日
頃
迄
に
は
、
大
綱
丈
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け
は
御
居
り
に
相
不
成
候
而
は
不
相
通
、
い
つ
れ
之
道
に
も
此
度
之
機
合
を
失
ふ
時
は
、
土
崩
瓦
解
」
と
、
手
遅
れ
に
な
ら
な
い
よ

れHHl
n
U

う
に
と
強
く
述
べ
、
早
期
の
諸
侯
会
議
開
催
と
そ
の
前
提
と
な
る
大
綱
領
の
決
定
を
求
め
た
。

今
回
の
藩
主
率
兵
上
京
を
危
機
的
な
状
況
と
と
ら
え
焦
っ
て
い
る
吉
井
の
様
子
を
確
認
し
た
春
嶽
お
よ
び
越
前
藩
は
、
後
藤
・
福

岡
・
神
山
左
太
衛
ら
土
佐
藩
士
と
今
後
の
対
策
を
話
し
合
っ
た
。

鋤

こ
こ
で
後
藤
か
ら
提
起
さ
れ
た
の
が
、
諸
侯
会
議
即
時
開
催
構
想
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
在
京
の
諸
侯
だ
け
で
早
急
に
会
議
を
開
催

し
、
政
体
を
樹
立
す
る
こ
と
で
薩
摩
藩
の
行
動
を
規
制
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
諸
侯
会
議
即
時
開
催
へ
向
け
て
、

ま
ず
は
同
盟
諸
侯
で
方
針
を
固
め
、
そ
の
後
で
朝
廷
内
へ
入
説
し
上
京
諸
侯
を
召
集
し
て
諸
侯
会
議
を
行
お
う
と
し
た
。
こ
の
方
針

で
行
動
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
越
前
・
土
佐
・
芸
州
は
、
そ
れ
ぞ
れ
親
交
が
深
く
公
議
政
体
派
へ
加
わ
る
可
能
性
の
あ
る
藩
に
周
旋

カハ
J

を
行
い
勢
力
を
拡
大
さ
せ
て
い
っ
た
。
越
前
藩
で
は
、
尾
張
・
肥
後
そ
し
て
永
井
へ
周
旋
し
そ
れ
ぞ
れ
同
意
を
取
り
付
け
た
。

そ
の
一
方
で
越
前
藩
は
こ
れ
ま
で
と
変
わ
ら
ず
、
板
倉
以
下
徳
川
保
守
派
へ
の
周
旋
に
も
奔
走
し
て
い
た
。
薩
摩
藩
主
率
兵
上
京

へ
の
対
応
と
し
て
の
諸
侯
会
議
即
時
開
催
で
あ
る
が
、
率
兵
上
京
し
た
背
景
に
は
徳
川
保
守
派
の
反
正
の
様
子
が
変
わ
り
な
い
こ
と

が
考
え
ら
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
薩
摩
の
行
動
そ
の
も
の
を
抑
え
る
た
め
に
は
根
本
と
な
る
徳
川
保
守
派
の
反
正
が
必
要
不
可
欠
な

の
で
あ
っ
た
。
加
え
て
、
長
州
の
上
京
と
い
う
情
報
な
ど
討
幕
派
の
徳
川
勢
力
の
反
応
を
み
る
態
度
と
そ
れ
に
対
す
る
会
津
藩
の
対

糾

応
が
危
憤
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
に
対
し
、
慶
喜
側
近
の
梅
沢
孫
太
郎
と
の
会
話
か
ら
徳
川
保
守
派
で
周
旋
の
困
難
な
藩
（
「
見
込
遵
ひ
薄
々
」
）

hNW
n
U

を
集
め
十
分
徹
底
す
る
ま
で
議
論
に
及
ぶ
と
い
う
構
想
が
浮
上
す
る
。
越
前
と
幕
臣
と
で
徳
川
勢
力
内
の
反
正
の
意
志
統
一
を
は
か

る
場
を
設
け
、
こ
の
問
題
に
一
気
に
片
を
付
け
よ
う
と
し
た
。

こ
れ
以
後
討
幕
派
に
よ
る
王
政
復
古
ク
ー
デ
タ
ー
計
画
と
そ
の
決
行
も
あ
り
、
こ
の
　
「
見
込
み
違
い
藩
」
会
議
の
開
催
は
う
や
む
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や
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
こ
の
時
期
越
前
藩
は
諸
侯
会
議
即
時
開
催
と
「
見
込
違
い
藩
」
会
議
開
催
を
並
行
し
同
時
進
行
で
周
旋

し
て
い
こ
う
と
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
二
つ
の
会
議
構
想
は
ど
ち
ら
も
薩
摩
藩
の
行
動
に
対
応
し
た
も
の
で
、
そ
の
背
景
に
は
薩
摩
藩

の
徳
川
保
守
派
の
反
正
次
第
と
い
う
判
断
基
準
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
っ
た
。

五
、
お
わ
日
ソ
に

以
上
、
王
政
復
古
政
府
成
立
直
前
の
中
央
政
局
に
お
け
る
越
前
藩
の
動
向
を
考
察
し
て
き
た
。
越
前
藩
の
視
点
で
当
該
期
の
中
央

政
局
を
考
察
し
て
い
っ
た
結
果
、
明
ら
か
に
な
っ
た
点
を
ま
と
め
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

第
一
に
、
再
上
京
し
て
き
た
越
前
藩
は
当
初
か
ら
公
議
政
体
派
と
し
て
慶
喜
に
よ
る
大
政
奉
還
の
も
と
公
議
政
体
樹
立
の
実
現
に

協
力
し
た
の
で
は
な
く
、
白
身
で
慶
喜
は
じ
め
徳
川
勢
力
や
土
佐
藩
士
と
直
接
面
会
す
る
こ
と
で
、
彼
等
の
真
意
を
確
信
し
協
力
す

る
に
至
っ
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
前
回
の
帰
国
の
要
因
と
な
っ
た
幕
府
、
特
に
慶
喜
へ
の
失
望
感
と
在
国
中
の
後
藤
の
大
政
奉
還
に

つ
い
て
の
疑
念
が
依
然
と
し
て
残
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

第
二
に
、
中
央
政
局
に
お
け
る
越
前
藩
の
周
旋
活
動
は
、
徳
川
保
守
派
へ
の
慶
喜
反
正
の
も
と
で
の
徳
川
勢
力
の
意
志
統
一
を
重

視
し
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
薩
摩
藩
の
徳
川
保
守
派
の
反
正
次
第
と
い
う
徳
川
勢
力
に
対
す
る
判
断
基
準
が
あ
っ
た
。
越
前
藩
の
徳

川
保
守
派
へ
の
周
旋
活
動
は
、
徳
川
勢
力
の
意
志
統
一
だ
け
で
な
く
薩
摩
藩
へ
の
対
応
と
い
う
観
点
か
ら
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

第
三
に
、
当
該
期
の
徳
川
勢
力
は
慶
喜
・
永
井
ら
と
徳
川
保
守
派
と
の
間
で
慶
喜
の
反
正
に
対
す
る
解
釈
と
「
兵
力
論
」
の
考
え

方
の
違
い
に
と
も
な
い
大
き
な
ズ
レ
が
生
じ
、
永
井
ら
も
そ
れ
を
認
め
妥
協
す
る
こ
と
で
拡
大
・
複
雑
化
し
て
い
っ
て
い
た
。
こ
れ

が
王
政
復
古
政
府
に
お
い
て
慶
喜
の
政
治
参
加
が
目
前
と
な
り
な
が
ら
も
鳥
羽
・
伏
見
の
戦
い
へ
と
至
る
こ
と
と
な
っ
た
要
因
の
ひ

と
つ
で
あ
る
徳
川
保
守
派
の
暴
発
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
。
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第
四
に
、
諸
侯
会
議
即
時
開
催
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
後
藤
と
討
幕
派
と
の
関
係
か
ら
小
松
の
不
同
行
が
要
因
と
さ
れ
て
い
た
が
、

越
前
藩
の
視
点
か
ら
考
察
す
る
こ
と
で
、
小
松
不
同
行
の
み
が
要
因
で
は
な
く
率
兵
上
京
に
対
す
る
吉
井
の
焦
り
の
様
子
が
あ
り
、

そ
の
背
景
に
は
永
井
の
諸
侯
会
議
に
よ
る
大
略
の
決
定
案
や
吉
井
か
ら
の
徳
川
保
守
派
次
第
と
い
う
薩
摩
の
判
断
基
準
な
ど
こ
れ
ま

で
の
一
連
の
周
旋
活
動
の
な
か
で
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

越
前
藩
か
ら
の
視
点
で
一
連
の
流
れ
を
重
視
し
て
連
続
的
に
考
察
す
る
こ
と
で
、
あ
る
ひ
と
つ
の
行
動
の
決
定
に
対
す
る
要
因
は

決
し
て
単
線
的
な
も
の
で
は
な
く
、
複
線
的
に
い
く
つ
も
の
要
因
を
重
ね
そ
の
行
動
に
至
っ
た
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

そ
の
後
、
討
幕
派
に
よ
り
王
政
復
古
へ
向
け
た
ク
ー
デ
タ
ー
計
画
が
も
た
ら
さ
れ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
別
稿
に
譲
り
た
い
。

4）（3

「
王
政
復
古
政
府
」
は
原
口
清
氏
に
よ
る
見
解
で
あ
る
。
原
口
氏
は
、
王
政
復
古
に
よ
っ
て
成
立
し
た
新
政
府
に
つ
い
て
、
そ
の
ク
ー
デ
タ
ー
が
武

力
倒
幕
派
と
公
議
政
体
派
と
の
合
作
に
よ
る
も
の
と
し
、
後
の
維
新
政
府
と
区
別
し
て
「
王
政
復
古
政
府
」
と
呼
ん
で
い
る
。
ま
た
、
高
橋
秀
直
氏
も

原
口
氏
の
見
解
を
ふ
ま
え
、
「
王
政
復
古
政
府
論
」
（
『
史
林
』
八
六
巻
一
号
　
二
〇
〇
三
年
）
な
ど
一
連
の
研
究
に
お
い
て
当
該
期
の
政
治
過
程
や
そ

の
政
府
内
の
構
造
に
つ
い
て
の
考
察
も
行
っ
て
い
る
。
本
稿
で
も
原
口
氏
の
見
解
に
依
拠
し
当
該
期
を
「
王
政
復
古
政
府
期
」
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。

高
橋
秀
直
『
幕
末
維
新
の
政
治
と
天
皇
』
（
吉
川
弘
文
館
　
二
〇
〇
七
年
）
、
「
王
政
復
古
政
府
論
」
（
『
史
林
』
八
六
巻
二
号
　
二
〇
〇
三
年
）
、
「
薩

摩
倒
幕
派
と
『
公
議
政
体
派
』
－
王
政
復
古
ク
ー
デ
タ
ー
再
考
－
」
（
『
京
都
大
学
文
学
部
研
究
紀
要
』
四
一
号
　
二
〇
〇
二
年
）
、
「
王
政
復
古
の
政

治
過
程
」
（
『
史
林
』
八
四
巻
二
号
　
二
〇
〇
一
年
）

家
近
良
樹
『
幕
末
政
治
と
倒
幕
運
動
』
（
吉
川
弘
文
館
一
九
九
五
年
）

原
口
　
清
『
原
口
清
著
作
集
2
　
王
政
復
古
へ
の
道
』
（
岩
田
書
院
一
一
〇
〇
七
年
）
、
「
王
政
復
古
小
考
」
（
『
明
治
維
新
史
学
会
報
』
第
三
七
巻

二
〇
〇
〇
年
）

高
橋
秀
直
「
王
政
復
古
政
府
論
」
（
『
史
林
』
八
六
巻
二
号
一
一
〇
〇
二
年
）
三
六
頁

こ
の
点
に
つ
い
て
、
例
え
ば
高
橋
氏
も
新
政
府
側
か
ら
の
限
定
的
な
考
察
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
次
の
発
言
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
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7）（69）（8

「
（
引
用
者
注
－
討
幕
派
と
徳
川
勢
力
の
関
係
が
融
和
か
ら
対
立
へ
と
変
化
し
た
）
問
題
の
解
明
に
は
、
京
都
の
新
政
府
と
大
坂
に
退
去
し
た
徳
川

勢
力
の
双
方
の
分
析
が
必
要
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
指
数
の
関
係
で
対
象
を
新
政
府
に
と
ど
め
ざ
る
を
え
な
い
。
」
（
高
橋
氏
前
掲
論
文
　
三
六
頁
）

（13）q2）ql）（10）

当
該
期
の
越
前
藩
の
政
治
過
程
を
考
察
す
る
際
、
「
周
旋
」
と
い
う
言
葉
は
越
前
藩
の
政
治
活
動
の
特
徴
を
示
す
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
。

「
周
旋
」
と
は
、
「
売
買
・
雇
用
な
ど
で
中
に
入
っ
て
世
話
を
す
る
こ
と
。
取
持
ち
。
斡
旋
。
」
、
「
国
際
法
上
、
第
三
国
が
外
部
か
ら
紛
争
当
事
国
の
交

渉
を
援
助
す
る
こ
と
」
と
い
っ
た
意
味
を
持
つ
。
ま
さ
に
当
該
期
の
越
前
藩
の
政
治
活
動
は
こ
の
意
味
そ
の
も
の
で
あ
り
、
管
見
の
史
料
で
も
し
ば
し

ば
「
周
旋
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
た
め
こ
の
用
語
を
そ
の
ま
ま
使
用
す
る
。

「
丁
卯
日
記
」
二
二
三
五

芸
州
藩
士
辻
将
菅
は
春
嶽
の
上
京
を
「
此
度
御
上
京
有
之
、
同
志
大
に
副
望
之
趣
申
達
之
」
（
「
丁
卯
日
記
」
二
二
六
貢
）
と
述
べ
、
幕
臣
永
井
尚

志
も
「
大
蔵
大
輔
様
御
上
京
は
、
殊
之
外
御
待
兼
之
御
義
に
而
、
い
つ
れ
に
何
角
も
御
談
可
被
遊
、
就
而
は
今
後
之
御
見
込
も
可
被
為
在
、
何
分
早
速

之
御
上
京
御
満
足
之
由
」
（
「
丁
卯
日
記
」
二
二
七
亘
）
と
春
嶽
の
上
京
を
待
ち
か
ね
、
早
速
の
上
京
を
喜
ん
で
い
る
。

「
丁
卯
日
記
」
二
二
六
貢

こ
の
よ
う
な
討
幕
派
と
の
関
係
の
変
化
に
つ
い
て
高
橋
氏
は
「
ク
ー
デ
タ
ー
直
前
、
両
勢
力
は
対
立
を
激
化
さ
せ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
接
近
し
っ

つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
」
（
『
幕
末
維
新
の
政
治
と
天
皇
』
三
九
一
貢
）
と
述
べ
て
い
る
。

ま
た
、
尾
張
藩
の
成
瀬
隼
人
正
が
渋
沢
成
一
郎
に
対
し
「
討
幕
之
論
盛
ん
に
、
時
機
殆
切
迫
に
至
り
候
も
、
政
権
を
御
辟
朝
あ
り
し
か
は
、
群
議
喧

器
寂
然
と
相
成
候
」
（
「
丁
卯
日
記
」
二
二
八
頁
）
と
い
い
、
春
嶽
は
国
許
へ
　
「
此
度
土
藩
尽
力
一
一
よ
り
芋
藩
之
姦
策
巳
二
破
れ
た
る
形
勢
な
り
」
（

『
松
平
春
嶽
未
公
刊
書
簡
集
』
七
五
貢
）
、
伊
達
宗
城
へ
は
「
内
府
公
之
反
正
無
疑
事
と
相
成
、
薩
土
聾
も
敬
服
、
輔
賛
内
府
公
せ
ん
と
の
趣
也
」
（
「
丁

卯
日
記
」
二
四
〇
貢
）
と
伝
え
て
い
る
。

ま
た
、
朝
廷
内
で
も
正
親
町
三
条
実
愛
が
「
一
幕
虚
心
不
疑
の
こ
と
。
一
諸
侯
上
侯
は
宜
き
の
こ
と
、
一
薩
以
兵
せ
に
は
な
ら
ぬ
説
、
上
に
而
を
さ

へ
の
こ
と
」
（
「
嵯
峨
実
愛
手
記
」
三
一
貢
）
と
、
慶
喜
側
の
真
意
を
確
信
し
、
薩
摩
側
の
兵
力
で
の
行
動
が
お
さ
え
ら
れ
た
状
態
が
見
て
取
れ
る
。

「
丁
卯
日
記
」
二
二
五
頁

拙
稿
「
大
政
奉
還
前
後
に
お
け
る
越
前
藩
の
政
治
動
向
－
春
嶽
帰
国
・
上
京
問
題
－
」
（
『
法
政
論
叢
』
第
四
六
巻
第
一
号
　
二
〇
〇
九
年
）
参
照

「
丁
卯
日
記
」
二
二
六
貢

同
右
　
二
二
七
頁
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05）（14）（19）（18）㈹（16）

同
右

「
慶
喜
の
反
正
の
真
意
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
ま
ず
「
反
正
」
と
は
「
正
し
い
状
態
へ
か
え
る
、
か
え
す
こ
と
」
　
で
あ
る
。
高
橋
氏
が
「
慶
喜

の
大
政
奉
還
の
政
体
論
は
、
幕
府
を
否
定
す
る
こ
と
で
二
重
政
権
を
解
消
す
る
と
と
も
に
、
現
存
す
る
朝
廷
を
改
革
し
、
天
皇
の
も
と
に
公
議
機
関
が

中
心
を
し
め
る
政
体
を
新
た
に
樹
立
し
よ
う
」
（
『
幕
末
維
新
の
政
治
と
天
皇
』
三
八
一
五
）
と
し
て
い
た
と
い
う
よ
う
に
、
慶
喜
が
大
政
奉
還
に
よ
っ

て
こ
れ
ま
で
の
幕
府
を
自
己
否
定
し
、
朝
廷
へ
の
政
権
の
一
元
化
を
行
っ
た
こ
と
が
反
正
と
み
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

当
時
徳
川
保
守
派
を
除
く
政
治
勢
力
が
公
議
政
体
の
樹
立
を
目
指
し
て
お
り
、
慶
喜
の
大
政
奉
還
の
意
図
も
諸
勢
力
と
同
様
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

「
反
正
之
卓
識
確
乎
た
る
事
に
而
、
幕
私
運
而
拙
即
、
幕
権
を
解
す
る
朝
家
」
　
（
「
丁
卯
日
記
」
二
四
〇
五
）
と
反
正
の
様
子
を
越
前
側
に
判
断
さ
せ
た
。

次
に
「
真
意
」
と
は
慶
喜
が
ど
う
い
う
意
図
の
も
と
に
大
政
奉
還
を
行
っ
た
の
か
と
い
う
事
で
あ
る
。
先
述
の
よ
う
に
慶
喜
は
朝
廷
へ
の
権
力
一
元

化
に
よ
る
公
議
政
体
の
樹
立
が
目
的
で
あ
っ
た
が
、
徳
川
風
説
や
保
守
派
の
志
向
か
ら
復
権
そ
し
て
徳
川
絶
対
主
義
へ
の
志
向
も
考
え
ら
れ
、
慶
喜
自

身
の
真
意
は
ど
ち
ら
な
の
か
と
い
う
こ
と
が
他
勢
力
に
と
っ
て
見
抜
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
判
断
内
容
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、
慶
喜
が
「
こ
れ
ま
で
の
幕
府
を
自
己
否
定
し
、
朝
廷
へ
政
権
を
一
元
化
し
公
議
政
体
の
樹
立
を
目
指
す
こ
と
を
策
謀
な
く
考
え
て
い
た
」

と
い
う
こ
と
が
「
慶
喜
の
反
正
の
真
意
」
　
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
春
嶽
及
び
越
前
藩
は
こ
の
時
点
で
慶
喜
へ
の
疑
念
は
氷
解
し
た
が
、
も
う
ひ
と
つ
の
後
藤
さ
ら
に
は
土
佐
藩
の
大
政
奉
還
に
対
す
る
疑
念
は

依
然
と
し
て
残
っ
て
い
た
。
永
井
へ
後
藤
に
つ
い
て
尋
ね
て
お
り
（
「
丁
卯
日
記
」
二
三
二
頁
）
、
十
六
日
に
は
侍
座
同
席
の
も
と
春
嶽
が
福
岡
と
直
接

面
会
し
、
情
勢
を
尋
ね
て
い
る
。
こ
の
面
会
で
春
嶽
は
「
惣
而
会
得
被
為
在
」
、
侍
座
が
　
「
大
に
安
心
の
趣
」
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
逆
説
的
に
い
え

ば
、
春
嶽
自
身
は
こ
の
時
ま
で
少
な
く
と
も
福
岡
の
発
言
に
対
し
て
信
用
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
か
っ
た
と
い
え
る
　
（
「
丁
卯
日
記
」
二
三
三
貢
）
。

さ
ら
に
は
、
二
十
二
日
の
伊
達
宗
城
へ
の
京
都
情
勢
の
報
告
書
の
中
で
「
公
明
正
大
之
尊
慮
、
先
日
御
書
付
之
通
り
、
在
園
中
柳
疑
念
も
有
之
候
得

共
、
氷
塊
之
事
と
相
成
、
宴
に
常
夏
謁
見
之
時
と
は
、
御
見
識
如
洗
、
為
天
下
条
章
雀
躍
之
至
」
　
（
「
丁
卯
日
記
」
二
四
〇
頁
）
　
と
伝
え
て
お
り
、
少

な
く
と
も
こ
の
報
告
書
の
時
点
で
よ
う
や
く
在
国
中
の
疑
念
の
す
べ
て
が
氷
解
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

「
丁
卯
日
記
」
二
二
八
頁

同
右
　
二
二
九
五
　
同
様
の
内
容
が
『
越
前
藩
幕
末
維
新
公
用
日
記
』
四
三
四
五
に
も
あ
る
。

「
丁
卯
日
記
」
二
二
九
・
二
三
〇
貢

同
右
　
二
三
〇
頁
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同
氏
（
引
用
者
注
－
渋
沢
）
　
の
立
説
は
、
御
三
家
御
家
門
大
憤
賛
し
て
兵
威
を
盛
ん
に
し
、
抵
抗
力
を
以
御
盛
意
之
貰
徹
す
へ
き
様
に
御
手
樽
申
上

る
事
、
此
節
之
急
務
な
れ
は
、
先
つ
尾
越
に
お
ゐ
て
人
数
引
寄
せ
、
味
方
を
鼓
舞
す
る
時
は
、
御
普
代
之
面
々
も
大
に
力
を
得
、
同
心
致
力
御
盛
業
を

輔
賛
奉
る
に
至
り
候
は
、
、
外
諸
侯
は
恐
る
、
に
足
ら
す
、
往
日
は
巳
に
兵
力
を
以
迫
り
奉
り
私
説
を
遂
る
末
故
、
此
後
も
同
轍
な
ら
ん
事
は
、
追
々

人
数
繰
入
之
手
段
に
て
も
現
然
た
り
、
畢
童
幕
を
初
親
藩
之
威
力
衰
弱
よ
り
、
如
此
催
態
に
も
立
至
り
た
る
事
な
れ
は
、
此
度
奮
激
せ
す
し
て
何
時
を

か
期
す
へ
き
と
、
切
迫
激
励
之
説
得
甚
敷
（
「
丁
卯
日
記
」
二
三
一
五
）

畢
寛
薩
兵
を
選
任
練
込
め
は
、
此
方
に
も
千
人
之
心
富
可
致
（
「
丁
卯
日
記
」
二
三
二
頁
）

「
丁
卯
日
記
」
二
一
二
二
貢

『
越
前
藩
幕
末
維
新
公
用
日
記
』
四
三
五
頁

同
右

こ
の
よ
う
な
徳
川
勢
力
内
の
状
況
は
永
井
の
「
虞
々
よ
り
色
々
の
事
可
入
御
聴
、
就
中
公
達
よ
り
も
間
へ
可
申
、
其
説
も
異
同
可
有
之
候
間
、
一
偏

に
御
聴
泥
み
無
之
様
致
度
、
兎
角
真
之
御
主
意
を
不
相
心
得
、
申
達
よ
り
説
を
立
候
故
、
御
盛
意
々
々
々
と
申
し
な
が
ら
、
少
々
つ
、
意
気
違
ひ
有
之
、

夫
を
一
筋
に
せ
ん
と
す
れ
ば
、
群
論
而
己
手
戻
り
に
相
成
候
故
、
先
つ
大
運
ひ
無
之
事
は
其
値
に
而
任
せ
て
、
夫
々
に
引
立
置
候
事
故
、
無
是
非
少
し

つ
、
組
酷
に
相
成
候
而
被
困
候
由
」
（
「
丁
卯
日
記
」
二
三
二
頁
）
と
の
発
言
か
ら
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

先
つ
大
鯉
之
虞
は
、
粒
立
諸
侯
合
集
之
上
に
両
、
上
様
之
御
見
込
書
を
御
奏
閲
に
而
、
夫
を
衆
議
に
被
懸
候
様
被
仰
上
、
挽
衆
議
之
上
、
彼
之
善
は

無
御
国
執
御
随
順
に
相
成
候
へ
は
、
夫
に
而
大
略
相
決
し
可
申
、
天
下
之
見
る
虞
、
其
様
に
攣
り
た
る
事
可
有
之
様
も
無
之
候
得
は
、
大
同
小
異
に
而

相
定
り
可
申
と
存
候
、
夫
か
大
綱
に
而
、
巳
下
之
細
目
は
追
々
之
事
に
可
有
之
、
何
卒
昔
年
中
共
連
之
埼
明
候
様
致
度
心
算
之
由
、
夫
よ
り
枝
葉
之
事

は
追
々
之
事
な
る
へ
く
、
先
大
綱
領
さ
へ
相
定
候
へ
は
一
と
安
心
と
申
も
の
也
、
（
「
丁
卯
日
記
」
二
三
一
二
一
三
二
頁
）

兵
力
論
こ
つ
い
て
も
殊
之
外
心
痛
二
候
（
「
松
平
春
嶽
未
公
刊
書
簡
集
」
七
五
頁
）

渋
沢
の
兵
力
に
つ
い
て
の
質
問
に
対
し
、
「
一
人
モ
不
召
連
」
（
『
越
前
藩
幕
末
維
新
公
用
日
記
』
四
三
五
頁
）
と
答
え
て
お
り
、
そ
の
後
も
こ
の
姿

勢
を
崩
し
て
い
な
い
。
王
政
復
古
ク
ー
デ
タ
ー
の
様
子
を
国
許
へ
伝
え
た
書
簡
に
さ
え
、
「
尤
決
而
此
上
人
数
等
差
越
さ
れ
候
二
不
及
」
（
『
松
平
春
嶽

未
公
刊
書
簡
集
』
七
八
頁
）
と
伝
え
て
い
る
。

「
丁
卯
日
記
」
二
三
四
五
　
ま
た
、
中
根
も
「
此
に
至
っ
て
分
明
之
定
説
な
し
」
と
述
べ
て
い
る
。
（
「
丁
卯
日
記
」
二
三
七
頁
）

例
え
ば
、
高
橋
氏
は
次
の
よ
う
な
見
解
を
示
し
て
い
る
。
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「
小
松
の
不
在
を
後
藤
は
、
小
松
の
平
和
路
線
が
敗
北
し
た
現
れ
と
見
、
危
機
感
を
も
っ
た
。
そ
の
結
果
、
後
藤
は
、
薩
摩
が
強
硬
路
線
に
出
る
前

に
、
早
急
に
新
政
体
を
樹
立
す
る
必
要
が
あ
る
と
安
が
得
る
よ
う
に
な
り
、
新
た
な
構
想
を
打
ち
出
す
事
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
」
（
『
幕
末
維
新
の
政

治
と
天
皇
』
三
六
〇
・
三
六
一
頁
）

実
際
、
当
時
の
薩
摩
藩
内
の
中
央
政
局
で
の
主
導
者
で
あ
っ
た
大
久
保
一
蔵
・
西
郷
吉
之
助
・
小
松
帯
刀
の
関
係
に
つ
い
て
の
一
般
的
な
見
方
は
平

和
路
線
の
小
松
と
強
硬
路
線
の
大
久
保
・
西
郷
が
対
立
し
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
今
回
の
小
松
不
同
行
は
小
松
が
国
許
で
強
硬
路

線
に
敗
北
し
た
結
果
で
あ
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
こ
と
と
と
ら
え
た
。

「
丁
卯
日
記
」
二
四
二
頁

以
下
、
後
藤
に
よ
る
諸
侯
会
議
即
時
開
催
構
想
に
つ
い
て
の
内
容
は
「
丁
卯
日
記
」
二
四
三
頁
。

「
丁
卯
日
記
」
二
四
四
貢

中
根
と
梅
沢
は
長
州
の
上
京
と
の
情
報
に
対
し
、
「
長
之
挙
動
は
、
幕
之
動
静
を
試
る
の
施
策
」
（
「
丁
卯
日
記
」
二
五
〇
貢
）
と
判
断
し
て
い
る
。

し
か
し
、
長
州
が
上
京
す
れ
ば
京
都
守
護
職
松
平
容
保
の
も
と
京
都
の
警
備
に
あ
た
っ
て
い
る
会
津
藩
と
の
武
力
衝
突
の
危
険
性
も
あ
っ
た
。

こ
の
時
期
会
津
藩
は
朝
廷
内
へ
積
極
的
に
入
説
し
て
お
り
、
「
合
は
在
京
諸
侯
参
内
被
命
朝
議
に
相
成
候
様
戸
宮
へ
入
説
、
宮
も
御
同
意
欺
候
」
　
（

「
丁
卯
日
記
」
二
五
一
頁
）
と
、
特
に
会
津
－
ヂ
宮
ラ
イ
ン
は
強
力
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
復
権
を
目
指
し
た
朝
廷
へ
の
入
説
と
朝
議
へ
の
介
入
に

対
し
、
「
合
津
南
藩
よ
り
、
御
同
意
無
之
様
迫
っ
て
入
説
有
之
放
之
事
に
而
、
外
之
公
卿
方
も
迫
り
に
乗
ら
ん
か
と
御
恐
怖
甚
敷
由
」
（
「
丁
卯
日
記
」

二
五
三
重
）
　
と
、
近
衛
忠
房
が
危
惧
す
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

「
丁
卯
日
記
」
二
四
九
頁
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